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「あしゆびプロジェクト」におけるＰＦＳ（成果連動

型委託契約）の導入可能性調査業務仕様書 
 

１ 業務名 

  「あしゆびプロジェクト」におけるＰＦＳ（成果連動型委託契約）の導入可能性

調査業務 

 

２ 目的 

泉大津市では、健康分野における主要施策として平成３０年度に「あしゆびプロ

ジェクト」をスタートした。これまで就学前児童から高齢者まで全世代をターゲッ

トに、「あしゆびプロジェクト」の３つの柱（①足指の力と足部のアーチ【土台】、

②体幹【軸】、③正しい姿勢と動作【骨格】）を中心とした健康プログラム等を展開

し、市民の健康寿命の延伸や運動能力の向上を目指してきた。 

  令和４年度でプロジェクトが５年目を迎え、これまで実施してきた健康プログラ

ム等の効果検証を行うにあたり、「健康寿命の延伸」や「運動能力の向上」といった

長期的な目標に対して、各プログラムの成果の捕捉に課題を抱えている。 

  そこで、本業務は就学前児童にターゲットを絞り、あしゆびプロジェクトがもつ

課題の整理や、成果指標の作成を通じて事業実施効果の測定を可能にし、令和５年

度からプロジェクトをＰＦＳ事業として実施することの可能性について調査を行

うことを目的とする。 

 

３ 業務内容 

 ⑴ 泉大津市の就学前児童における健康や運動能力に関する取組みの現状分析及

び課題調査 

⑵ ⑴の結果と既存の「あしゆびプロジェクト」の対応状況の整理（ロジックモデ

ル整理含む） 

  ※就学前児童における既存の「あしゆびプロジェクト」については別紙を参照。 

⑶ 既存の「あしゆびプロジェクト」のロジックモデルの検討 

⑷ ＰＦＳを活用する課題の絞り込み 

⑸ ⑷で抽出した課題を踏まえたＰＦＳ導入ロジックモデルの設定 

⑹ ＰＦＳ事業の枠組みの整理（既存事業での実施、新規事業での実施等） 

⑺ ⑷で抽出した課題を踏まえたＰＦＳの導入可能性検討（事業者へのヒアリン

グ・サウンディング及びＰＦＳ導入スキームの作成（事業期間、事業実施体制、

成果指標、評価手法、支払い条件等）） 

⑻ 令和５年度におけるＰＦＳ導入に向けた仕様書案等の作成支援 

⑼ 打合せ等における議事録の作成 
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⑽ その他、本業務の実施や検討を進めるにあたり必要な事項に対する助言等 

 

４ 業務スケジュール（予定） 

本業務の進捗確認や検討にあたり、本市担当部局となる健康こども部こども育成

課と２週に１回程度の頻度で打合せ（２時間程度）を行い、以下のスケジュール（予

定）で本業務を実施する。 

実施時期 ＰＦＳ案件形成に向けたスケジュール 

令和４年８月～９月 ⑴ 泉大津市の就学前児童における健康や運動能力に関

するの現状分析及び課題調査 

⑵ ⑴の結果と既存の「あしゆびプロジェクト」の対応

状況の整理（ロジックモデル整理含む） 

⑶ 既存の「あしゆびプロジェクト」のロジックモデル

の検討 

令和４年１０月～ 

令和５年１月 

⑷ ＰＦＳを活用する課題の絞り込み 

⑸ ⑷で抽出した課題を踏まえたロジックモデルの設定 

⑹ ＰＦＳ事業の枠組みの整理（既存事業での実施、新

規事業での実施等） 

⑺ ⑷で抽出した課題を踏まえたＰＦＳの導入可能性検

討 

・ロジックモデルを踏まえた就学前児童における「あし

ゆびプロジェクト」の再検討 

・事業者へのヒアリング・サウンディング 

・ＰＦＳ導入スキームの作成（事業期間、事業実施体

制、成果指標、評価手法、支払い条件等） 

令和５年２月～３月 ⑻ 令和５年度におけるＰＦＳ導入に向けた仕様書案等

の作成支援 

 

５ 成果品 

⑴ 既存の就学前児童における「あしゆびプロジェクト」のロジックモデル（令和

４年９月末まで） 

⑵ ＰＦＳ導入スキーム報告書（令和５年１月末まで） 

⑶ 令和５年度におけるＰＦＳ導入に向けた資料（仕様書等）（令和５年３月末ま

で） 

⑷ 打合せ記録 

※各１部提出するとともに、泉大津市が指定する形式で電子データを提供すること。 

 ※本業務に基づいて作成された成果品は、すべて泉大津市に帰属することとし、泉

大津市の許可なく第三者に公表、貸与又は使用してはならない。 
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６ 委託期間 

契約締結日から令和５年３月３１日まで 

 

７ 提出書類 

契約締結後、速やかに以下の書類を提出する。 

・業務体制組織図 

・従事者名簿（氏名、職名、担当する業務、ＰＦＳに関する調査の実績） 

・「４ 業務スケジュール（予定）」を踏まえた詳細のスケジュール 

※様式不問 

 

８ 留意事項 

⑴ 本業務の受託者は、この仕様書に定める事項又は定めのない事項について疑義

が生じた場合、泉大津市と協議のうえ実施すること。 

⑵ 受託者は、泉大津市が本事業にかかる会議等において受託者の参加が必要と判

断した場合は、これに応じること。 

 ⑶ 本業務において泉大津市が得た情報（情報提供者が守秘を求めるものを除く）

及び報告書の内容については、業務遂行にあたって泉大津市が自由に利用でき

るものとする。 
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【別紙】 

 

就学前児童における「あしゆぴプロジェクト」の取組み 

事業名 事業概要 対象 実施区分 

あしゆびプロジェクト運

動プログラム作成 

子どもと高齢者に向けた体幹

体操プログラムの作成。 
就学前児童 事業委託 

あしゆび測定 

児童のあしゆび、足裏の状態

や運動能力を測定し、現在ど

のような状態かを検証。 

就学前児童 事業委託 

トレーニングマット導入 

体幹を鍛えるため、低反発と

高反発の二層構造のトレーニ

ングマットを購入。 

就学前児童 
泉大津市で

実施 

体育あそび 

児童の運動能力の向上を図る

ため、就学前施設に講師を派

遣し、体を使った遊び（体育あ

そび）を指導。 

就学前児童 

就学前施設職員 
事業委託 

 

 

あしゆびプロジェクトについて詳しくはこちら（泉大津市ホームページ） 

 

 


